
地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
平

成
23
年
1
月
1
日
以
降
に
支
出
さ

れ
た
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
住
民

税
（
町
・
県
民
税
）
の
寄
附
金
税

額
控
除
に
か
か
る
適
用
下
限
額
が

5,
0
0
0
円
か
ら
2,
0
0
0

円
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
被
災
地
の
県
や
市
町
村

に
直
接
寄
附
を
し
た
場
合
の
ほ
か
、

日
本
赤
十
字
社
や
中
央
共
同
募
金

会
な
ど
に
東
日
本
大
震
災
義
援
金

と
し
て
寄
附
を
し
た
場
合
に
も
、

所
得
税
の
所
得
控
除
と
個
人
住
民

税
の
税
額
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。平

成
24
年
度
住
民
税
（
町
・
県

民
税
）
か
ら
寄
附
金
税
額
控
除
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

所
得
税
の
確
定
申
告
（
所
得
税
に

影
響
が
あ
る
方
）
ま
た
は
住
民
税

申
告
（
住
民
税
所
得
割
が
か
か
る

方
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
告

に
は
『
受
領
書
等
』
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

寄
附
金
税
額
控
除
の
対
象
寄
附

○
都
道
府
県
・
市
区
町
村
に
対
す

る
寄
附
金（
ふ
る
さ
と
寄
附
金
）

○
住
所
地
の
都
道
府
県
共
同
募
金

会
・
日
本
赤
十
字
社
支
部
に
対

す
る
寄
附
金

○
国
の
控
除
対
象
寄
附
金
の
う
ち
、

都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
条
例

で
指
定
す
る
寄
附
金

※
「
国
に
対
す
る
寄
附
金
」
お
よ

び
「
政
党
等
に
対
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
金
」
を
除
く

『
受
領
書
等
』
と
は

�
募
金
団
体
か
ら
交
付
さ
れ
た
受

領
証
ま
た
は
預
り
証

�
振
込
依
頼
書
の
控
え
ま
た
は
郵

便
振
替
の
半
券
（
と
も
に
原
本

に
限
る
。）

�
募
金
団
体
に
よ
り
設
け
ら
れ
た

義
援
金
等
の
専
用
口
座
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
新
聞
記
事
、

募
金
要
綱
ま
た
は
募
金
趣
意
書

等
の
写
し

※
募
金
団
体
に
対
す
る
義
援
金
等

が
、最
終
的
に
被
災
地
方
団
体
や
、

義
援
金
配
分
委
員
会
等
に
拠
出
さ

れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

3

税
務
課
町
民
税
係
9
２
１
５

２

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
の
策
定

に
あ
た
り
、
プ
ラ
ン
（
案
）
を
公

表
し
皆
様
か
ら
の
意
見
を
募
集
し

ま
す
。

計
画
名

第
2
次
伊
奈
町
男
女
共

同
参
画
プ
ラ
ン

募
集
期
間

2
月
3
日
�
〜
3
月

5
日
�

意
見
の
提
出
者
の
範
囲

町
内
在

住
、
在
勤
、
在
学
の
方
、
町
内
に

事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る

方公
表
方
法

役
場
人
権
推
進
課
、

図
書
館
、
ふ
れ
あ
い
活
動
セ
ン
タ

ー
（
ゆ
め
く
る
）
お
よ
び
県
民
活

動
総
合
セ
ン
タ
ー
出
張
所
で
の
閲

覧※
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

h
ttp
://w
w
w
.to
w
n
.sa
ita
m
a
-

in
a.lg
.jp

提
出
方
法

計
画
名
、
住
所
、
氏

名
、
電
話
番
号
を
記
入
し
意
見
を

添
え
て
、
直
接
ま
た
は
郵
便
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
で
お
送
り
く
だ
さ

い
。

※
い
た
だ
い
た
意
見
に
対
す
る
町

の
考
え
方
等
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
人
権
推
進
課
で

一
括
公
表
し
ま
す
。

提
出
先

①
郵
便
　
〒
3
6
2
―
8
5
1
7

伊
奈
町
大
字
小
室
９
４
９
３
番

地
　
伊
奈
町
役
場
住
民
相
談
室

②
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
7
2
1
―
2
1
3
6

③
メ
ー
ル

soudan@
tow
n.sai

tam
a-ina.lg.jp

④
直
接
持
参
　
役
場
2
階
住
民
相

談
室

3

人
権
推
進
課
女
性
政
策
係
9

２
２
４
１

6

平
成
23
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計

額
が
4
0
0
万
円
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所

得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以

下
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
に

つ
い
て
確
定
申
告
書
の
提
出
は
不

要
と
な
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
税
務
署

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
上
記
に
該
当
す
る
方
で
あ
っ
て

も
、
医
療
費
控
除
な
ど
に
よ
る
、

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の

確
定
申
告
書
に
つ
い
て
は
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
上
場
株
式
等
に
係
る
譲

渡
損
失
の
繰
越
控
除
な
ど
、
確
定

申
告
書
の
提
出
が
控
除
適
用
の
要

件
と
な
っ
て
い
る
控
除
を
受
け
る

場
合
に
は
、
確
定
申
告
書
の
提
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
上
記
に
該
当
す
る
方
で

あ
っ
て
も
、
住
民
税
の
申
告
は
必

要
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

03

上
尾
税
務
署
個
人
課
税
部
門

�
７
７
０
┃
１
８
０
０
（
自
動
音

声
案
内
）

〜
み
な
さ
ん
か
ら
の�

　
　
　
　
意
見
を
募
集
し
ま
す
〜�

町
民
コ
メ
ン
ト�

住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
が
変
わ
り
ま
す

住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
が
変
わ
り
ま
す�

住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
が
変
わ
り
ま
す

住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
が
変
わ
り
ま
す�

住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
が
変
わ
り
ま
す�

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所�

得
を
有
す
る
方
の
所
得
税�

の
確
定
申
告
不
要
制
度
の�

創
設
に
つ
い
て�
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7

●
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

平
成
23
年
12
月
に
、「
東
日
本

大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

な
ど
が
施
行
さ
れ
、
所
得
税
な
ど

の
国
税
に
関
し
て
、
東
日
本
大
震

災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方

や
復
興
推
進
に
向
け
た
取
組
を
対

象
と
し
て
、
新
た
な
税
制
上
の
措

置
が
追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
23
年
4
月
に
施
行
さ
れ
た

「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に

係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

に
関
す
る
法
律
」
で
創
設
さ
れ
た

税
制
上
の
措
置
と
合
わ
せ
て
、
東

日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け

ら
れ
た
方
等
は
、
所
得
税
な
ど
の

軽
減
・
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
、
確
定
申
告
な
ど
の
手
続
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
税
金
の
還
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
税
務
署

に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp

●
埼
玉
県
・
伊
奈
町
か
ら
の
お
知

ら
せ大

震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら

れ
た
方
は
、
地
方
税
の
軽
減
措
置

等
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
軽
減
措
置

等
を
受
け
る
た
め
に
は
、
手
続
き

が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
、
上
尾
県
税
事

務
所
不
動
産
取
得
税
担
当
�
７
７

２
┃
７
１
４
９
ま
た
は
税
務
課
9

２
１
５
２
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

な
お
、
津
波
被
災
区
域
や
原
子

力
災
害
避
難
区
域
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
軽
減
措
置
が
あ
り
ま

す（
特
段
の
手
続
き
は
不
要
で
す
）。

①
津
波
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受

け
た
区
域
で
、
平
成
23
年
度
課

税
免
除
区
域
と
し
て
市
町
村
長

が
指
定
し
た
区
域
内
の
土
地
・

家
屋
に
は
、
原
則
と
し
て
平
成

24
年
度
分
の
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
市
町
村
長
が
、
そ
の

使
用
状
況
な
ど
を
勘
案
し
て
、

課
税
す
る
こ
と
が
適
当
と
し
て

指
定
し
た
土
地
・
家
屋
に
つ
い

て
は
、
2
分
の
1
減
額
課
税
ま

た
は
課
税
と
な
り
ま
す
。

②
警
戒
区
域
・
計
画
的
避
難
区
域

等
の
う
ち
市
町
村
長
が
指
定
し

た
区
域
内
の
土
地
・
家
屋
に
は
、

平
成
24
年
度
分
の
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
は
課
税
さ
れ

ま
せ
ん
。
平
成
24
年
1
月
1
日

以
前
に
避
難
区
域
等
が
解
除
さ

れ
た
区
域
内
の
土
地
・
家
屋
は
、

2
分
の
1
減
額
課
税
ま
た
は
課

税
と
な
り
ま
す
。

3

上
尾
県
税
事
務
所
不
動
産
取

得
税
担
当
�
７
７
２
┃
７
１
４
９

ま
た
は
税
務
課
9
２
１
５
２

新
築
、
増
築
し
た
家
屋
に
つ
い

て
は
、
建
築
材
料
、
床
面
積
な
ど

を
調
査
し
て
、
固
定
資
産
税
の
算

出
基
礎
と
な
る
評
価
額
を
決
定
し

ま
す
。

該
当
す
る
お
宅
に
は
、
税
務
課

職
員
が
事
前
に
日
程
調
整
の
う
え
、

調
査
に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
家
屋
の
全
部
あ
る
い
は

一
部
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
滅

失
登
記
を
行
っ
た
場
合
を
除
き
、

町
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

町
職
員
を
装
う
者
が
い
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。不
審
に
思
わ
れ
た
場
合
は
、

税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

3

税
務
課
固
定
資
産
税
係
9
２

１
５
４

県
　
税�

市（
町
村
）税�

税制上の措置�

不動産取得税の�
軽減措置�

個人住民税の�
軽減措置�

概　　　　要�

・耕作等が困難となった農用地に代わる農用地を取得し
た場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。�

・警戒区域内にあった農用地に代わる農用地を取得した
場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。�

住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控
除の適用を受けることにより個人住民税の軽減を受ける
ことができます。�

保養施設補助事業を中止します�保養施設補助事業を中止します�

保養施設補助事業を中止します�保養施設補助事業を中止します�

　23年度の特定保健指導を行う業者が次のとおり決まりました。�
業者名　�保健教育センター（所在地　品川区西五反田 8 － 9 － 5 ）�
　なお、保健指導の対象となる方につきましては、１月下旬より通知
を順次送付しておりますので、ご自身の健康管理のためにも、ぜひ保
健指導にご参加ください。�
03　保険医療課国民健康保険係19２１７１�

　増え続ける医療費と税収が伸び悩んでいる影響などから、新年度予
算で財源不足が見込まれるため、24年 4 月 1 日以降の利用分から次の
とおり変更いたします。��
�
�
�

※補助限度日数（年度内 2 泊まで）については、変更ありません。利
用される皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何とぞご理解
ご協力のほど、お願い申し上げます。�

～国保税の期限内納付・医療費削減にご協力を～�

国民健康保険・後期高齢者医療制度ご加入の皆様へ�

保養施設の補助額が変更になります�

本年度特定保健指導委託業者を決定�

旧　大人3 , 0 0 0円　　新　1 , 0 0 0円（大人、小人共通）�
　　小人2 , 0 0 0円�

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
へ

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
へ�

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
へ

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
へ�

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
へ�

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い�

家
を
新
築
・
増
築
さ
れ
た
方
へ�
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